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需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領新旧対照表（平成26年4月1日付け25生産第3578 号農林水産省生産局長通知）新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改正後 現行 

需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領 

全部改正 平成 26 年 4 月 1 日付け 25 生産第 3578 号 

一部改正 平成 26 年 11 月 28 日付け 26 政統第 2183  号 

一部改正 平成 27 年 4 月 16 日付け 27 生産第 150 号 

一部改正 平成 27 年 9 月 30 日付け 27 生産第 1842 号 

一部改正 平成 28 年 4 月 1 日付け 27 政統第 933 号 

一部改正 平成 28 年 6 月 23 日付け 28 政統第 489 号 

一部改正 平成 29 年 3 月 29 日付け 28 政統第 1943 号 

一部改正 平成 29 年 11 月 30 日付け 29 政統第 1254 号 

一部改正 平成 30 年 4 月 1 日付け 29 政統第 1883 号 

一部改正 令和元年 5 月 15 日付け 31 政統第 218 号 

一部改正 令和２年 4 月 1 日付け元政統第 2112 号 

一部改正 令和２年 12 月 15 日付け２政統第 1597 号 

一部改正 令和２年 12 月 28 日付け２政統第 1692 号 

一部改正 令和３年３月 31 日付け２政統第 2573 号 

一部改正 令和４年 4 月 1 日付け３農産第 3725 号 

一部改正 令和 5 年 3 月 31 日付け 4 農産第 5189 号 

一部改正 令和 ６ 年 ４ 月 11 日付け ５ 農産第 4910 号 

第１・第２（略） 

需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領 

全部改正 平成 26 年 4 月 1 日付け 25 生産第 3578 号 

一部改正 平成 26 年 11 月 28 日付け 26 政統第 2183 号 

一部改正 平成 27 年 4 月 16 日付け 27 生産第 150 号 

一部改正 平成 27 年 9 月 30 日付け 27 生産第 1842 号 

一部改正 平成 28 年 4 月 1 日付け 27 政統第 933 号 

一部改正 平成 28 年 6 月 23 日付け 28 政統第 489 号 

一部改正 平成 29 年 3 月 29 日付け 28 政統第 1943 号 

一部改正 平成 29 年 11 月 30 日付け 29 政統第 1254 号 

一部改正 平成 30 年 4 月 1 日付け 29 政統第 1883 号 

一部改正 令和元年 5 月 15 日付け 31 政統第 218 号 

一部改正 令和２年 4 月 1 日付け元政統第 2112 号 

一部改正 令和２年 12 月 15 日付け２政統第 1597 号 

一部改正 令和２年 12 月 28 日付け２政統第 1692 号 

一部改正 令和３年３月 31 日付け２政統第 2573 号 

一部改正 令和４年 4 月 1 日付け３農産第 3725 号 

一部改正 令和 5 年 3 月 31 日付け 4 農産第 5189 号 

第１・第２（略） 

第３ 国が提供するきめ細かい情報等 第３ 国が提供するきめ細かい情報等 
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１（略） １（略） 

２ 各県・各産地の作付意向等の把握・公表 

（１）各県・各産地の作付意向等の把握 

地方農政局長等（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあって

は内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）は、都道府県、市町村、農業者団

体等の関係機関と連携し、各都道府県及び地域農業再生協議会別の米や戦

略作物等の作付計画及び作付状況や水田収益力強化ビジョンの検討状況を

把握し、１月末、４月末、６月末及び９月 15日時点の状況を別紙様式第１

号により取りまとめ、原則として、翌月の 10日（９月 15日時点の状況につ

いては９月 20 日）までに、農産局長に報告する。 

ただし、農産局長が必要があると認める場合は、別途報告を求めることが

できるものとする。 

また、地方農政局長等は、状況に応じて、「米に関するマンスリーレポー

ト」 や参考資料等と併せて、適宜、都道府県農業再生協議会に情報提供す

る。 

（２）各県・各産地の作付意向等の公表 

農産局長は、２（１）により地方農政局長等から受けた報告に基づき、原

則として、各都道府県の中間的な作付意向を３月及び６月に公表するとと

もに、地域農業再生協議会別の中間的な作付意向を６月に公表する。また、

各都道府県及び地域農業再生協議会別の作付結果等については、10 月中旬

を目途に公表する。 

ただし、農産局長は、必要があると認める場合は、別途公表することがで

きるものとする。 

２ 各県・各産地の作付意向の把握・公表 

（１）各県・各産地の作付意向の把握 

地方農政局長等（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあって

は内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）は、都道府県、市町村、農業者団

体等の関係機関と連携し、各都道府県及び地域農業再生協議会別の米や戦

略作物等の作付計画及び作付状況や水田収益力強化ビジョンの検討状況を

把握し、１月末、４月末、６月末及び８月末時点の状況を別紙様式第１号に

より取りまとめ、原則として、翌月の５日までに、農産局長に報告する。 

 

ただし、農産局長が必要があると認める場合は、別途報告を求めることが

できるものとする。 

また、地方農政局長等は、状況に応じて、「米に関するマンスリーレポー

ト」 や参考資料等と併せて、適宜、都道府県農業再生協議会に情報提供す

る。 

（２）各県・各産地の作付動向の公表 

農産局長は、２（１）により地方農政局長等から受けた報告に基づき、原

則として、各都道府県の中間的な作付意向を２月及び５月に公表するとと

もに、地域農業再生協議会別の中間的な作付意向を５月に公表する。また、

各都道府県及び地域農業再生協議会別の作付結果等については、９月下旬

を目途に公表する。 

ただし、農産局長は、必要があると認める場合は、別途公表することがで

きるものとする。 

３（略） 

 

３（略） 

 

第４～第７（略） 

 

第４～第７（略） 
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別紙１ 

加工用米について 

第１ 取組主体 

取組主体は、以下に掲げる者とする。 

１ 全国生産出荷団体（生産調整方針認定要領第２の１の（１）に定める米穀の

生産者の組織する団体又は出荷の事業を行う者の組織する団体を構成員とす

る全国を活動単位とする団体。以下同じ。） 

２ 都道府県出荷団体（生産調整方針認定要領第２の１の（１）に定める米穀の

生産者の組織する団体又は出荷の事業を行う者の組織する団体を構成員とす

る都道府県を活動単位とする団体。以下同じ。） 

３～４（略） 

５ 農業者団体（農業者が組織する団体で、地方農政局長等が特に認めたものを

いう。以下同じ。） 

別紙１ 

加工用米について 

第１ 取組主体 

取組主体は、以下に掲げる者とする。 

１ 生産調整方針認定要領第２の１の（１）に定める米穀の生産者の組織する団

体又は出荷の事業を行う者の組織する団体を構成員とする全国を活動単位と

する団体（以下「全国生産出荷団体」という。） 

２ 生産調整方針認定要領第２の１の（１）に定める米穀の生産者の組織する団

体又は出荷の事業を行う者の組織する団体を構成員とする都道府県を活動単

位とする団体（以下「都道府県出荷団体」という。） 

３～４（略） 

５ 農業者が組織する団体で、地方農政局長等が特に認めたもの（以下「農業者

団体」という。） 

第２ 加工用米の範囲 

１（１）・（２）（略） 

（３）（１）及び（２）に該当しない米穀で、全国生産出荷団体、都道府県出荷

団体、認定方針作成者、農業者又は農業者団体（以下「取組主体」という。）

の申請に基づき、地方農政局長等が加工用米の安定供給を図るために必要と

認めた米穀 

 

第２ 加工用米の範囲 

１（１）・（２）（略） 

（３）（１）及び（２）に該当しない米穀で、全国生産出荷団体、都道府県出

荷団体、認定方針作成者、農業者又は農業者団体（以下「全国生産出荷団

体等」という。）の申請に基づき、地方農政局長等が加工用米の安定供給

を図るために必要と認めた米穀 

２（略） 

 

２（略） 

第３（略） 

 

第３（略） 

第４ 管理方式等 

１・２（略） 

第４ 管理方式等 

１・２（略） 

３ 多収品種は、次のいずれかに該当するものとする。 ３ 多収品種は、次のいずれかに該当するものとする。 
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（１）・（２）（略） 

（３）コシヒカリ環１号に（１）又は（２）の多収品種を戻し交雑させて育成し

た品種  

 

（１）・（２）（略） 

（新設） 

第５ 加工用米取組計画の認定等 

１ 加工用米取組計画認定申請書の提出 

取組主体は、加工用米需要者団体等からの購入計画等を基に、加工用米の取

組計画認定申請書（別紙様式第３―２号の１）（以下「取組計画認定申請書」

という。）を作成する。 

取組主体は、取組計画認定申請書を作成する場合、（１）に掲げる書類につ

いて、農産局長及び地方農政局等の求めに応じ提出できるよう適切に整理し、

保管する。 

取組計画認定申請書については、（２）に掲げる必要書類を添付の上、当該

加工用米の生産年の６月 30日までに、全国生産出荷団体にあっては農産局長

に、都道府県出荷団体、認定方針作成者、農業者のうち自ら取組計画を作成す

る者及び農業者団体（以下「地域流通農業者」という。）にあっては地方農政

局長等に提出する。 

保管及び添付を行う書類において、電算処理等の理由から本要領に規定す

る様式を用いることが困難な場合にあっては、内容の改変を伴わない限り、必

要に応じ様式を変更して用いることができるものとする。 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行うこ

とができる。（更に、地域流通農業者の利便性に資する場合で、かつ、地域農

業再生協議会に既にその体制が整備されている場合に限り、地域農業再生協

議会の合意を条件に、地域農業再生協議会から地方参事官を経由することが

できるものとする。）。 

（１）取組主体が保管する書類 

販売契約等の状況が分かる次のいずれかの書類 

第５ 加工用米取組計画の認定等 

１ 加工用米取組計画認定申請書の提出 

全国生産出荷団体等は、加工用米需要者団体等からの購入計画等を基に、加

工用米の生産に係る取組計画認定申請書（以下「取組計画認定申請書」とい

う。）を作成する。 

 （新設） 

 

 

取組計画認定申請書については、次に掲げる必要書類を添付の上、別紙様式

第３－２号の１により、当該加工用米の生産年の６月 30日までに、全国生産

出荷団体にあっては農産局長に、都道府県出荷団体、認定方針作成者、農業者

のうち自ら取組計画を作成する者及び農業者団体（以下「地域流通農業者」と

いう。）にあっては地方農政局長等に提出する。 

 （新設） 

 

 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行うこ

とができる。（更に、地域流通農業者の利便性に資する場合で、かつ、地域農

業再生協議会に既にその体制が整備されている場合に限り、地域農業再生協

議会の合意を条件に、地域農業再生協議会から地方参事官を経由することが

できるものとする。）。 

（新設） 

（１）販売契約等の状況が分かる次のいずれかの書類 
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ア 第６の２の（１）に定める加工用米販売契約書 

イ （略） 

ウ 買取販売要領第２の規定に基づき提出した販売承認申請書（買取販売

要領別記様式第１号）及び用途限定米穀の販売に関する誓約書（買取販

売要領別記様式第２号）並びに買取販売要領第４の規定により通知を受

けた買取販売要領承認通知書（買取販売要領別記様式第３号。遵守事項

省令第４条第１項第２号ただし書の承認を受けて販売を行う場合に限

る。） 

エ 自ら生産又は集荷した加工用米を、米加工品に加工した上で自ら販売

する地域流通農業者（以下「自家加工農業者」という。）にあっては加工

用米（新規需要米）自家加工販売計画書（別紙様式第３－４号） 

 

（２）取組計画認定申請書に添付する書類 

ア 加工用米需要者団体等の原料米の仕入状況等（別紙様式第３－６号） 

イ 加工用米団体間集荷計画書（別紙様式第３－７号） 

（取組計画の認定を受けようとする者が全国生産出荷団体又は都道府県

出荷団体の場合に限る。） 

ウ 加工用米の適正流通に関する誓約書（兼用途限定米穀の用途外使用承

認申請書）（別紙様式第３－18 号） 

エ 上記のほか、農産局長又は地方農政局長等が特に必要と認める資料 

 

 

ア 第６の２の（１）に定める加工用米販売契約書の写し 

イ （略） 

ウ 買取販売要領第２の規定に基づき提出した販売承認申請書（買取販売

要領別記様式第１号）及び用途限定米穀の販売に関する誓約書（買取販

売要領別記様式第２号）並びに買取販売要領第４の規定により通知を受

けた買取販売要領承認通知書（買取販売要領別記様式第３号）の写し（遵

守事項省令第４条第１項第２号ただし書の承認を受けて販売を行う場合

に限る。） 

エ 自ら生産又は集荷した加工用米を、自ら所有する加工施設において米

加工品に加工した上で販売する地域流通農業者（以下「自家加工農業者」

という。）にあっては加工用米（新規需要米）自家加工販売計画書（別紙

様式第３－４号） 

（新設） 

（２）加工用米需要者団体等の原料米の仕入状況等（別紙様式第３－６号） 

（３）加工用米団体間集荷計画書（別紙様式第３－７号） 

（取組計画の認定を受けようとする者が全国生産出荷団体又は都道府県出

荷団体の場合に限る。） 

（４）加工用米の適正流通に関する誓約書（兼用途限定米穀の用途外使用承認申

請書）（別紙様式第３－18 号） 

（５）上記のほか、加工用米需要者の施設形態、製品の日産製造能力規模及び設

備の内容等、農産局長又は地方農政局長等が特に必要と認める資料 

 

２ 取組計画の認定 

農産局長又は地方農政局長等は、１により提出があった取組計画認定申請書

について、以下の認定基準に照らし、その内容を審査し、適切と判断した場合は、

別紙様式第３－２号の２により、不適切と判断した場合は別紙様式第３－２号

の３により提出者に通知する。 

２ 取組計画の認定 

農産局長又は地方農政局長等は、１により提出があった取組計画認定申請書

について、以下の認定基準に照らし、その内容を審査し、適切と判断した場合

は、速やかにその認定を行い、別紙様式第３－２号の２により提出者に通知す

る。 
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ただし、９月 15 日までにその申請につき、不認定に係る通知がなかったとき

は、同日においてその認定があったものとみなす。 

（１）～（４）（略） 

（５）取組主体、取組計画に参加する加工用米需要者団体等及び仲介事業者が、

本要領に基づき前年産までの報告書等を適切に提出していること。 

（６）（略） 

（７）前年産において、水田活用の直接支払交付金の対象作物について実施要綱

Ⅳの第２の１の（９）及び２の８の⑦に規定する「適切な生産の徹底等」を

遵守していないことが確認された場合、それが別紙３の第１の１から４ま

でのいずれにも該当しないこと。 

 

 

（１）～（４）（略） 

（５）取組計画に参加する全国生産出荷団体等、加工用米需要者団体等及び仲介

事業者が、本要領に基づき前年産までの報告書等を適切に提出しているこ

と。 

（６）（略） 

（７）前年産において、水田活用の直接支払交付金の対象作物について実施要綱

Ⅳの第２の９に規定する「適切な生産の徹底等」を遵守していないことが確

認された場合、それが別紙３の第１の１から４までのいずれにも該当しない

こと。 

※（略） ※（略） 

３（略） 

 

３（略） 

 

４ 加工用米取組計画の変更等 

２の規定により認定された取組計画（以下「認定取組計画」という。）につ

いて、加工用米需要者団体等における加工用米の在庫の増大による過大な経

営負担の発生、倒産、休廃業等により、当該加工用米需要者団体等に販売する

ことができない場合や当該加工用米需要者団体等が加工用米を所有すること

ができないなど真にやむを得ない事由が生じたことにより、別の新たな加工

用米需要者団体等に販売する場合は、次の区分に応じ、農産局長又は地方農政

局長等の承認を得るものとする。 

ただし、用途限定米穀の用途外使用等事務取扱要領（平成 22 年 4 月 19 日

付け 22 総食第 61 号総合食料局長通知）により、用途及び販売先の変更を承

認された場合は省略することができる。 

なお、主食用米の不作など需給動向等を踏まえ、農産局長が必要と判断した

場合には、別に定めるところにより、認定取組計画に係る加工用米需要者団体

４ 加工用米取組計画の変更等 

２の規定により認定された取組計画（以下「認定取組計画」という。）につ

いて、加工用米需要者団体等における加工用米の在庫の増大による過大な経

営負担の発生、倒産、休廃業等により、当該加工用米需要者団体等に販売する

ことができない場合や当該加工用米需要者団体等が加工用米を所有すること

ができないなど真にやむを得ない事由が生じたことにより、別の新たな加工

用米需要者団体等に販売する場合は、次の区分に応じ、農産局長又は地方農政

局長等の承認を得るものとする。 

ただし、用途限定米穀の用途外使用等事務取扱要領（平成 22 年 4 月 19 日

付け 22 総食第 61 号総合食料局長通知）により、用途及び販売先の変更を承

認された場合は省略することができる。 

なお、主食用米の不作など需給動向等を踏まえ、農産局長が必要と判断した

場合には、別に定めるところにより、認定取組計画に係る加工用米需要者団体
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等の同意を得て、認定取組計画の変更又は認定の取消しを申請することがで

きるものとする。 

（１）取組主体が所有する加工用米を新たな加工用米需要者団体等に販売しよ

うとする場合 

当該取組計画の認定を受けた取組主体は、第５の１の（２）に掲げる必要

書類を添付の上、取組計画変更承認申請書（別紙様式第３－９号）を速やか

に提出し、全国生産出荷団体にあっては農産局長に、地域流通農業者にあっ

ては地方農政局長等に、それぞれ承認を得るものとする。 

 

（２）加工用米需要者団体等又は取組主体（自家加工農業者を除く。）と加工用

米需要者団体等の取引について仲介を行う業者（以下「仲介事業者」という。）

が所有する加工用米を別の新たな加工用米需要者団体等に販売しようとす

る場合 

当該取組計画の認定を受けた加工用米需要者団体等及び仲介事業者は、

当該取組計画の取組主体の確認を受け、（１）に掲げる必要書類を添付の上、

販売先変更承認申請書（別紙様式第３－10 号）を速やかに提出し、加工用

米全国需要者団体にあっては農産局長、加工用米需要者、加工用米需要者団

体及び仲介事業者にあっては地方農政局長等の承認を得るものとする。 

ただし、加工用米需要者団体又は加工用米全国需要者団体における加工

用米の在庫の増大による過大な経営負担の発生、倒産、休廃業等により、加

工用米を買い受けることができなくなった場合であって、新たな販売先が

認定を受けた取組計画に係る購入計画書に添付した組合員別の内訳に記載

された組合員であるときは、（１）及び（２）の規定にかかわらず、（１）に

掲げる必要書類を添付することを要しない。 

等の同意を得て、認定取組計画の変更又は認定の取消しを申請することがで

きるものとする。 

（１）全国生産出荷団体等が所有する加工用米を新たな加工用米需要者団体等

に販売しようとする場合 

当該取組計画の認定を受けた全国生産出荷団体等は、第５の１の（１）、

（２）及び（４）に掲げる必要書類を添付の上、別紙様式第３－９号の取組

計画変更承認申請書を速やかに提出し、全国生産出荷団体にあっては農産

局長に、地域流通農業者にあっては地方農政局長等に、それぞれ承認を得る

ものとする。 

（２）加工用米需要者団体等又は全国生産出荷団体等（自家加工農業者を除く。）

と加工用米需要者団体等の取引について仲介を行う業者（以下「仲介事業者」

という。）が所有する加工用米を別の新たな加工用米需要者団体等に販売し

ようとする場合 

当該取組計画の認定を受けた加工用米需要者団体等及び仲介事業者は、

当該取組計画の取組主体の確認を受け、（１）に掲げる必要書類を添付の上、

別紙様式第３－10 号の販売先変更承認申請書を速やかに提出し、加工用米

全国需要者団体にあっては農産局長、加工用米需要者、加工用米需要者団体

及び仲介事業者にあっては地方農政局長等の承認を得るものとする。 

ただし、加工用米需要者団体又は加工用米全国需要者団体における加工

用米の在庫の増大による過大な経営負担の発生、倒産、休廃業等により、加

工用米を買い受けることができなくなった場合であって、新たな販売先が

認定を受けた取組計画に係る購入計画書に添付した組合員別の内訳に記載

された組合員であるときは、（１）及び（２）の規定にかかわらず、（１）に

掲げる必要書類を添付することを要しない。 

第６ 加工用米出荷・販売契約等 

１ 加工用米出荷契約数量報告 

認定方針作成者及び農業者団体は、加工用米を生産する農業者との間で、別

第６ 加工用米出荷・販売契約等 

１ 加工用米出荷契約数量報告 

 認定方針作成者及び農業者団体は、加工用米を生産する農業者との間で、別
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添２に定める事項を内容とする加工用米の出荷に関する契約（以下「加工用米

出荷契約」という。）を生産年の６月 30日までに締結し、当該加工用米出荷契

約を締結した農業者（以下「出荷契約農業者」という。）の氏名、住所、加工

用米出荷契約数量及び生産予定面積等を加工用米出荷契約等数量農業者別一

覧表（別紙様式第３－11号）に取りまとめ、生産年の７月 10日までに、地域

農業再生協議会の代表者及び地方農政局長等に提出する。 

なお、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体に出荷を行う者にあっては、

出荷団体ごとに別葉で取りまとめるものとする。 

 

 

地方農政局長等への提出又は報告に当たっては、地方参事官を経由して行

うことができる。 

添２に定める事項を内容とする加工用米の出荷に関する契約（以下「加工用米

出荷契約」という。）を生産年の６月 30 日までに締結し、当該加工用米出荷

契約を締結した農業者（以下「出荷契約農業者」という。）の氏名、住所、加

工用米出荷契約数量及び生産予定面積等を別紙様式第３－11 号の加工用米出

荷契約等数量農業者別一覧表に取りまとめ、生産年の７月 10日までに、地域

農業再生協議会の代表者及び地方農政局長等に提出する。 

さらに、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体に出荷を行う者にあって

は、加工用米出荷契約の締結後、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体への

出荷計画数量等を、生産年の７月 31 日までに別紙様式第３－12 号により地

域農業再生協議会の代表者及び地方農政局長等に報告するものとする。 

なお、地方農政局長等への提出又は報告に当たっては、地方参事官を経由し

て行うことができる。 

２ 加工用米販売契約数量報告 

（１）取組主体（自家加工農業者を除く。）は、加工用米を加工用米需要者団体

等に対して売り渡そうとする場合は、以下に掲げる事項を記載した加工用米

の販売に関する契約（以下「加工用米販売契約」という。）を締結する。 

 

なお、仲介事業者が販売（販売を委託する場合を除く。）に介在する場合

は、加工用米販売契約に当該仲介事業者を含めるものとする。 

ア～オ（略） 

２ 加工用米販売契約数量報告 

（１）全国生産出荷団体等（自家加工農業者を除く。）は、加工用米を加工用米

需要者団体等に対して売り渡そうとする場合は、以下に掲げる事項を記載し

た加工用米の販売に関する契約（以下「加工用米販売契約」という。）を締

結する。 

なお、仲介事業者が販売（販売を委託する場合を除く。）に介在する場合

は、加工用米販売契約に当該仲介事業者を含めるものとする。 

ア～オ（略） 

 

（２）取組主体（自家加工農業者を除く。）は、（１）の加工用米販売契約の締結

結果を別紙様式第３－13 号に取りまとめの上、生産年の翌年の２月 15 日

までに、全国生産出荷団体については農産局長に、地域流通農業者につい

ては地方農政局長等に提出する。なお、地方農政局長等への提出に当たっ

ては、地方参事官を経由して行うことができる。その際、第７の２の（２）

により販売契約数量を変更した場合は、変更後の数量を報告するものとす

（２）全国生産出荷団体等（自家加工農業者を除く。）は、（１）の加工用米販売

契約の締結結果を別紙様式第３－13 号に取りまとめの上、加工用米販売契

約の写しを添えて、生産年の翌年の２月 15 日までに、全国生産出荷団体に

ついては農産局長に、地域流通農業者については地方農政局長等に提出す

る。なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行

うことができる。その際、第７の２の（２）により販売契約数量を変更した
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る。 場合は、変更後の数量を報告するものとする。ただし、第５の１において加

工用米販売契約の写しを提出しており、販売契約数量に変更がない場合には

報告を要しない。 

３（略） 

 

３（略） 

第７ 加工用米の売渡し等 

１ 加工用米の品位等検査等 

（１）～（２）（略） 

（３）加工用米として流通させる米穀については、販売の際に、取組主体が、遵

守事項省令第４条第１項第１号及び第２項に基づき加工用米である旨の表

示を行う。 

第７ 加工用米の売渡し等 

１ 加工用米の品位等検査等 

（１）～（２）（略） 

（３）加工用米として流通させる米穀については、販売の際に、全国生産出荷団

体等が、遵守事項省令第４条第１項第１号及び第２項に基づき加工用米で

ある旨の表示を行う。 

２ 生産集出荷数量の報告 

（１）（略） 

（２）認定方針作成者、農業者及び農業者団体は、（１）により加工用米出荷契

約数量及び販売契約数量を変更した場合は変更後の数量を、また、変更しな

かった場合は当初の数量を集出荷することとし、当該数量について、加工用

米生産出荷数量一覧表（別紙様式第３―14号）に取りまとめ、原則として生

産年の 12 月 20 日までに地域農業再生協議会の代表者及び地方農政局長等

に提出する。 

なお、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体に出荷を行う者にあって

は、出荷団体ごとに別葉で取りまとめるものとする。 

地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行うこと

ができる。 

地方農政局長等は、提出された加工用米生産集出荷数量一覧表について、

その管轄する地域に係るものを別紙様式第３－15 号に取りまとめの上、生

産年の翌年の４月 15 日までに農産局長に報告する。 

２ 生産集出荷数量の報告 

（１）（略） 

（２）認定方針作成者、農業者及び農業者団体は、（１）により加工用米出荷契

約数量及び販売契約数量を変更した場合は変更後の数量を、また、変更しな

かった場合は当初の数量を集出荷することとし、当該数量について、別紙様

式第３－14 号「加工用米生産集出荷数量一覧表」に取りまとめ、原則とし

て生産年の 12 月 20 日までに地域農業再生協議会の代表者及び地方農政局

長等に提出する。 

  （新設） 

 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行う

ことができる。 

地方農政局長等は、提出された加工用米生産集出荷数量一覧表について、

その管轄する地域に係るものを別紙様式第３－15 号に取りまとめの上、生

産年の翌年の４月 15 日までに農産局長に報告する。 

第８ 帳簿の整備及び流通状況の報告 第８ 帳簿の整備及び流通状況の報告 
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１ 全国生産出荷団体 

全国生産出荷団体は、加工用米需要者団体等に対する売渡し等に関する台

帳を整備するとともに、年度内（４月～３月）の売渡実績について別紙様式第

３－16号に取りまとめ、毎年４月 30日までに農産局長に報告する。 

１ 全国生産出荷団体 

全国生産出荷団体は、加工用米需要者団体等に対する売渡し等に関する台

帳を整備するとともに、半期ごと（４～９月分、10～３月分）に別紙様式第３

－16 号に取りまとめ、各半期の最終月の翌月の末日までに農産局長に報告す

る。 

２ 都道府県出荷団体 

都道府県出荷団体は、加工用米需要者団体等に対する売渡し等に関する台

帳を整備するとともに、年度内（４月～３月）の売渡実績について別紙様式第

３－16号に取りまとめ、毎年４月 30日までに地方農政局長等に報告する。な

お、報告に当たっては、地方参事官を経由して行うことができる。 

２ 都道府県出荷団体 

都道府県出荷団体は、加工用米需要者団体等に対する売渡し等に関する台

帳を整備するとともに、半期ごと（４～９月分、10～３月分）に別紙様式第３

－16 号に取りまとめ、各半期の最終月の翌月の末日までに地方農政局長等に

報告する。なお、報告に当たっては、地方参事官を経由して行うことができる。 

３ 認定方針作成者、農業者、農業者団体、加工用米買取販売事業者、仲介事業

者、加工用米需要者団体及び加工用米全国需要者団体 

認定方針作成者、農業者、農業者団体、加工用米買取販売事業者、仲介事業

者、加工用米需要者団体及び加工用米全国需要者団体は、加工用米の適正流通

の観点から、主食用米と加工用米を区分して保管するとともに、加工用米の保

管台帳、出荷に関する台帳及び売渡しに関する台帳類を整備し、年度内（４月

～３月）の売渡実績について別紙様式第３－16 号に取りまとめた上で、毎年

４月 30日までに、加工用米全国需要者団体については農産局長に、認定方針

作成者、農業者、仲介事業者及び加工用米需要者団体については地方農政局長

等に、加工用米買取販売事業者のうち農林水産大臣から遵守事項省令第４条

第１項第２号ただし書の承認を受けた者については農産局長に、加工用米買

取販売事業者のうち地方農政局長から当該承認を受けた者については当該地

方農政局長に報告する。なお、地方農政局長等への報告に当たっては、地方参

事官を経由して行うことができる。 

３ 認定方針作成者、農業者、農業者団体、加工用米買取販売事業者、仲介事業

者、加工用米需要者団体及び加工用米全国需要者団体 

認定方針作成者、農業者、農業者団体、加工用米買取販売事業者、仲介事業

者、加工用米需要者団体及び加工用米全国需要者団体は、加工用米の適正流通

の観点から、主食用米と加工用米を区分して保管するとともに、加工用米の保

管台帳、出荷に関する台帳及び売渡しに関する台帳類を整備し、半期ごと（４

～９月分、10～３月分）に別紙様式第３－16 号に取りまとめた上で、各半期

の最終月の翌月の末日までに、加工用米全国需要者団体については農産局長

に、認定方針作成者、農業者、仲介事業者及び加工用米需要者団体については

地方農政局長等に、加工用米買取販売事業者のうち農林水産大臣から遵守事

項省令第４条第１項第２号ただし書の承認を受けた者については農産局長

に、加工用米買取販売事業者のうち地方農政局長から当該承認を受けた者に

ついては当該地方農政局長に報告する。なお、地方農政局長等への報告に当た

っては、地方参事官を経由して行うことができる。 

４ 加工用米需要者及び自家加工農業者 

（１）加工用米需要者及び自家加工農業者は、原料米の受払台帳及び加工用米使

用製品（加工用米を原料として製造された製品をいう。以下同じ。）の出荷

４ 加工用米需要者及び自家加工農業者 

（１）加工用米需要者及び自家加工農業者は、原料米の受払台帳及び加工用米使

用製品（加工用米を原料として製造された製品をいう。以下同じ。）の出荷
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台帳等を整備し、加工用米等の使用状況等を常時明確にしておく。 

（２）加工用米需要者及び自家加工農業者は、年度内（４月～３月）の加工用米

の受払状況並びに加工用米使用製品の製造及び出荷の状況が常時分かる帳

簿等を整備するとともに、別紙様式第３－17号に取りまとめ、毎年４月 30

日までに地方農政局長等に報告する。なお、報告に当たっては、地方参事官

を経由して行うことができる。 

台帳等を整備し、加工用米等の使用状況等を常時明確にしておく。 

（２）加工用米需要者及び自家加工農業者は、加工用米の受払状況並びに加工用

米使用製品の製造及び出荷の状況を半期ごと、（４～９月分、10～３月分）

に別紙様式第３－17 号に取りまとめ、各半期の最終月の翌月の末日までに

地方農政局長等に報告する。なお、報告に当たっては、地方参事官を経由し

て行うことができる。 

第９ 横流れ防止措置等 

１ 適正流通に係る誓約書の提出 

（１）加工用米需要者団体等、加工用米買取販売事業者及び仲介事業者は、加工

用米の販売契約の締結又は購入計画書（別紙様式第３－３号）の作成に当た

り、加工用米の適正流通に関する誓約書兼用途限定米穀の用途外使用承認申

請書（別紙様式第３－18号。以下「加工用米誓約書」という。）を作成し、

取組主体を経由して農産局長又は地方農政局長等に提出する。 

 

自家加工農業者は、別紙様式第３－18 号による自らの加工用米誓約書を

作成し、第５の１の取組計画認定申請書と併せて地方農政局長等に提出す

る。 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行う

ことができる。 

（２）加工用米需要者団体等、加工用米買取販売事業者又は取組主体は、加工用

米の流通等に係る業務（とう精等）を委託する場合は、委託契約を締結する

に当たり、委託先事業者から加工用米の適正流通に関する誓約書（別紙様式

第３－19号）の提出を受け、（１）の加工用米誓約書とともに農産局長又は

地方農政局長等に提出する。この場合、地方農政局長等への提出に当たって

は、地方参事官を経由して行うことができる。 

その際、委託先事業者は、加工用米の受払台帳等を整備し、加工用米の管

理状況を常時明確にしておくものとする。 

第９ 横流れ防止措置等 

１ 適正流通に係る誓約書の提出 

（１）加工用米需要者団体等、加工用米買取販売事業者及び仲介事業者は、加工

用米の販売契約の締結又は購入計画書（別紙様式第３－３号）の作成に当た

り、別紙様式第３－18 号による加工用米の適正流通に関する誓約書兼用途

限定米穀の用途外使用承認申請書（以下「加工用米誓約書」という。）を作

成し、全国生産出荷団体等を経由して農産局長又は地方農政局長等に提出す

る。 

自家加工農業者は、別紙様式第３－18 号による自らの加工用米誓約書を

作成し、第５の１の取組計画認定申請書と併せて地方農政局長等に提出す

る。 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行う

ことができる。 

（２）加工用米需要者団体等、加工用米買取販売事業者又は全国生産出荷団体等

は、加工用米のとう精等を委託する場合は、委託契約を締結するに当たり、

委託とう精業者等から別紙様式第３－19 号による加工用米誓約書の提出を

受け、（１）の加工用米誓約書とともに農産局長又は地方農政局長等に提出

する。この場合、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由

して行うことができる。 

その際、加工用米の委託とう精業者等は、加工用米の受払台帳等を整備

し、加工用米の使用状況を常時明確にしておくものとする。 
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なお、加工用米需要者団体等及び加工用米買取販売事業者にあっては、取

組主体を通じて提出するものとする。 

なお、加工用米需要者団体等及び加工用米買取販売事業者にあっては、全

国生産出荷団体等を通じて提出するものとする。 

２ 適正流通に係る指導等 

農産局長及び地方農政局長等は、取組計画の認定の際、取組主体、加工用米

需要者団体等、加工用米買取販売事業者、仲介事業者及び委託先事業者（以下

「加工用米関係者」という。）に対し、本要領の規定及び取組計画に基づく取

組を行うとともに、当該米穀が遵守事項省令に基づく用途限定米穀として適

正に流通される米穀であることについて、周知・指導を行う。 

 

また、米穀の流通に関する法令又は本要領の規定に違反する行為が行われ

るおそれがある場合若しくは行われた場合は、農産局長及び地方農政局長等

は、加工用米関係者から必要な報告を求め、また、その報告結果等に基づき、

加工用米関係者に対して必要な指導を行うことができるものとする。 

２ 適正流通に係る指導等 

農産局長及び地方農政局長等は、取組計画の認定の際、全国生産出荷団体

等、加工用米需要者団体等、加工用米買取販売事業者、仲介事業者及び委託と

う精業者等（以下「加工用米関係者」という。）に対し、本要領の規定及び取

組計画に基づく取組を行うとともに、当該米穀が遵守事項省令に基づく用途

限定米穀として適正に流通される米穀であることについて、周知・指導を行

う。 

また、米穀の流通に関する法令又は本要領の規定に違反する行為が行われ

るおそれがある場合若しくは行われた場合は、農産局長及び地方農政局長等

は、加工用米関係者から必要な報告を求め、また、その報告結果等に基づき、

加工用米関係者に対して必要な指導を行うことができるものとする。 

別表 
 

品種名 あきいいな、亜細亜のかおり、いわいだわら、笑みたわわ、

えみゆたか、オオナリ、きたげんき、北瑞穂、クサホナミ、

たちじょうぶ、ふくのこ、ふくひびき、べこあおば、べこご

のみ、北陸１９３号、ホシアオバ、ミズホチカラ、みなちか

ら、モグモグあおば、もちだわら、モミロマン、夢あおば 

別表 
 

品種名 いわいだわら、えみゆたか、オオナリ、きたげんき、北瑞穂、

クサホナミ、たちじょうぶ、ふくのこ、ふくひびき、べこあ

おば、べこごのみ、北陸１９３号、ホシアオバ、ミズホチカ

ラ、みなちから、モグモグあおば、もちだわら、モミロマン、

夢あおば、笑みたわわ、亜細亜のかおり 

別添１（略） 別添１（略） 

別添２ 

加工用米出荷契約において定める事項について 

 

１～２（略） 

 

別添２ 

加工用米出荷契約において定める事項について 

 

１～２（略） 

 

３ 売渡し等に関する事項 ３ 売渡し等に関する事項 
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（１）認定方針作成者は、加工用米生産農業者から売渡しの委託を受けた加工用

米について、取組主体への再委託等ができる旨を記載する。 

（２）～（３）（略） 

 

（１）認定方針作成者は、加工用米生産農業者から売渡しの委託を受けた加工用

米について、全国生産出荷団体等への再委託等ができる旨を記載する。 

（２）～（３）（略） 

 

４～５（略） 

 

４～５（略） 

 

別添３ 

加工用米出荷契約数量及び販売契約数量の変更 

 

本要領別紙１の第７の２の（１）の変更は、次により行うものとする。この際、

農業者は、あらかじめ、次の１又は２のいずれかを選択するものとする。 

１（略） 

別添３ 

加工用米出荷契約数量及び販売契約数量の変更 

 

本要領別紙１の第７の２の（１）の変更は、次により行うものとする。この際、

農業者は、あらかじめ、次の１又は２のいずれかを選択するものとする。 

１（略） 

２ 一括管理方式による出荷においては、以下のいずれかの方法により、出荷必

要数量を算出し、これを加工用米出荷契約数量及び販売契約数量の変更後の

数量とすることができる。 

ただし、（２）及び（３）の変更に当たっては、認定方針作成者、農業者又

は農業者団体が加工用米生産出荷数量一覧表（別紙様式第３－14 号）に準じ

た書類を作成し、あらかじめ地方農政局長等と協議するものとする。 

（１）～（３）（略） 

２ 一括管理方式による出荷においては、以下のいずれかの方法により、出荷必

要数量を算出し、これを加工用米出荷契約数量及び販売契約数量の変更後の

数量とすることができる。 

ただし、（２）及び（３）の変更に当たっては、認定方針作成者、農業者又

は農業者団体が別紙様式第３－14 号「加工用米生産集出荷数量一覧表」に準

じた書類を作成し、あらかじめ地方農政局長等と協議するものとする。 

（１）～（３）（略） 

３（略） ３（略） 

別紙２ 

新規需要米について 

 

第１ 取組主体 

取組主体は、次に掲げる者とする。 

１～４（略） 

５ 農業者団体（農業者が組織する団体で、地方農政局長等が特に認めたものを

別紙２ 

新規需要米について 

 

第１ 取組主体 

取組主体は、次に掲げる者とする。 

１～４（略） 

５ 農業者が組織する団体で、地方農政局長等が特に認めたもの（以下「農業者
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いう。以下同じ。） 団体」という。） 

第２ 新規需要米の用途 

１（略） 

 

第２ 新規需要米の用途 

１（略） 

 

２ 対象米穀 

（１）飼料用 

品位等検査（農産物検査法（昭和 26年法律第 144号）第３条の品位等検

査をいう。以下同じ。）において飼料用もみ又は飼料用玄米の合格以上に格

付けされた米穀又は品位等検査を受検しない場合において規格規程の第１

の１の（３）のハの（ハ）及び第１の２の（３）のハの（へ）に準ずる品質

（以下「品質基準」という。）であるとして、農産物検査法施行規則（昭和

26 年農林水産省令第 32 号）第６条１項及び同条第２項に定めるところに

準じて確認された米穀 

（２）米粉用 

品位等検査において水稲うるち玄米若しくは水稲もち玄米の３等以上又

は水稲うるちもみ若しくは水稲もちもみの合格以上に格付けされた米穀

（地方農政局長等がやむを得ない事由があるものとして特に認めた場合に

限り、品位等検査の結果が水稲うるち玄米若しくは水稲もち玄米の規格外

以上又は水稲うるちもみ若しくは水稲もちもみの規格外以上とすることが

できる。）又は次の品質基準を満たすことが客観的に確認された米穀 

①～②（略）  

（３）共同乾燥調製貯蔵施設等において調製されたもみの場合、（１）及び（２）

のほか、農産物検査員（農産物検査法第 17 条第２項第１号に規定する者を

いう。）が配置され、当該ばらもみの数量及び品種の確認並びに当該ばらも

みから生産される玄米の数量及び相当等級の確認がされた米穀又は農産物

検査以外の方法により、玄米の品質基準相当であることの確認がされた米穀 

（４）（略） 

２ 対象米穀 

（１）飼料用 

品位等検査（農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第３条の品位等検

査をいう。以下同じ。）において飼料用もみ又は飼料用玄米の合格以上に格

付けされた米穀、又は品位等検査を受検しない場合おいて規格規程の第１

の１の（３）のハの（ハ）及び第１の２の（３）のハの（ホ）に準ずる品質

（以下「品質基準」という。）であるとして、農産物検査法施行規則（昭和

26 年農林水産省令第 32 号）第６条１項及び同条第２項に定めるところに

準じて確認された米穀 

（２）米粉用 

品位等検査において水稲うるち玄米若しくは水稲もち玄米の３等以上、

又は水稲うるちもみ若しくは水稲もちもみの合格以上に格付けされた米穀

又は次の品質基準を満たすことが客観的に確認された米穀 

 

 

 

①～②（略） 

（３）共同乾燥調製貯蔵施設等において調製されたもみの場合、（１）及び（２）

のほか、農産物検査員（農産物検査法第 17 条第２項第１号に規定する者を

いう。）が配置され、当該ばらもみの数量及び品種の確認並びに当該ばらも

みから生産される玄米の数量及び相当等級の確認がされた米穀、又は農産物

検査以外の方法により、玄米の品質基準相当であることの確認がされた米穀 

（４）（略） 
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第３ 管理方式等 

１～２（略） 

第３ 管理方式等 

１～２（略） 

  

別表 
 

亜細亜のかおり、あみちゃんまい、越のかおり、笑みたわわ、北瑞穂、こな

だもん、ふくのこ、ほしのこ、ミズホチカラ 

別表 
 

北瑞穂、ふくのこ、ミズホチカラ、笑みたわわ、亜細亜のかおり、ほしのこ、

こなだもん、越のかおり、あみちゃんまい 

第４ 取組計画の作成、提出及び認定 

１ 第１に掲げる者（以下「取組主体」という。）は、新規需要米取組計画書（別

紙様式第４－１号。以下「取組計画」という。）を作成する。 

 

 

 

 

取組主体は、取組計画の作成をする場合、（１）に掲げる書類について、農

産局長及び地方農政局長等の求めに応じ提出できるよう適切に整理し、保管

する。 

取組計画については、（２）に掲げる必要書類を添付の上、当該新規需要米

の生産年の６月 30日までに、全国生産出荷団体にあっては農産局長に、都道

府県出荷団体、認定方針作成者、農業者のうち自ら取組計画を作成する者及び

農業者団体（以下「地域流通農業者」という。）にあっては地方農政局長等に

提出する。 

保管及び添付を行う書類において、電算処理等の理由から本要領に規定す

る様式を用いることが困難な場合にあっては、内容の改変を伴わない限り、必

要に応じ様式を変更して用いることができるものとする。 

 （削除） 

第４ 取組計画の作成、提出及び認定 

１ 第１に掲げる者（以下「農業者等」という。）は、別紙様式第４－１号の新

規需要米取組計画書（以下「取組計画」という。）を作成し、以下の書類を添

付の上、生産年の６月 30 日までに、全国生産出荷団体にあっては農産局長

に、都道府県出荷団体、認定方針作成者、農業者のうち自ら取組計画を作成す

る者及び農業者団体（以下「地域流通農業者」という。）にあっては地方農政

局長等に提出し、認定を受ける。 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

また、認定方針作成者及び農業者団体にあっては、新規需要米を生産する農
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（削除） 

 

 

 

 

 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行うこ

とができる。（更に、地域流通農業者の利便性に資する場合で、かつ、地域農

業再生協議会に既にその体制が整備されている場合に限り、地域農業再生協

議会の合意を条件に、地域農業再生協議会から地方参事官を経由することが

できるものとする。）。 

（１）取組主体が保管する書類 

販売契約等の状況が分かる次のいずれかの書類 

ア 新規需要米の需要者（輸出代行業者が輸出を仲介する場合にあっては、

当該輸出代行業者。以下「需要者等」という。）との間で締結した様式参

考例に定める新規需要米の販売等に関する契約書（取組主体と需要者等

の取引について、仲介事業者が販売（販売を委託する場合を除く。）に介

在する場合にあっては、当該仲介事業者も含めた販売契約書。以下「販売

契約書」という。） 

イ 買取販売要領第２の規定に基づき提出した販売承認申請書（買取販売

業者との間で、別添１に定める事項を内容とする新規需要米の出荷に関する

契約（以下「新規需要米出荷契約」という。）を生産年の６月 30 日までに締結

し、当該新規需要米出荷契約を締結した農業者（以下「出荷契約農業者」とい

う。）の氏名、住所、新規需要米出荷契約数量及び生産予定面積を別紙様式第

４－２号の新規需要米出荷契約数量等農業者別一覧表に取りまとめ、生産年

の７月 10 日までに、地域農業再生協議会の代表者及び地方農政局長等に提出

する。 

さらに、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体に出荷を行う者にあって

は、新規需要米出荷契約の締結後、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体へ

の出荷数量等を、生産年の７月 31 日までに別紙様式第４－３号により地域農

業再生協議会の代表者及び地方農政局長等に報告する。 

ただし、（３）にあっては、当該需要者が所在する地域を管轄する地方農政

局長等に直接提出することができる。 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行うこ

とができる。（更に、地域流通農業者の利便性に資する場合で、かつ、地域農

業再生協議会に既にその体制が整備されている場合に限り、地域農業再生協

議会の合意を条件に、地域農業再生協議会から地方参事官を経由することが

できるものとする。）。 

（１）販売契約等の状況が分かる次のいずれかの書類 

 

ア 新規需要米の需要者（輸出代行業者が輸出を仲介する場合にあっては、

当該輸出代行業者。以下「需要者等」という。）との間で別紙様式第４－

４号により締結した新規需要米の販売等に関する契約書（以下「販売契

約書」という。）の写し（農業者等と需要者等の取引について、仲介事業

者が販売（販売を委託する場合を除く。）に介在する場合にあっては、当

該仲介事業者も含めた販売契約書の写し。） 

イ 買取販売要領第２の規定に基づき提出した販売承認申請書（買取販売
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要領別記様式第１号）及び用途限定米穀の販売に関する誓約書（買取販

売要領別記様式第２号）並びに買取販売要領第４の規定により通知を受

けた承認通知書（買取販売要領別記様式第３号。遵守事項省令第４条第

１項第２号ただし書の承認を受けて販売を行う場合に限る。） 

ウ 自ら生産又は集荷した新規需要米を、自ら利用又は販売する地域流通

農業者（以下「自家利用農業者」という。）にあっては加工用米（新規需

要米）自家加工販売計画書（別紙様式第３－４号） 

（削除） 

 

 

 

 

（２）取組計画に添付する書類 

ア 別紙様式第４－５号の１により取組主体が作成した適正出荷に関する

誓約書及び別紙様式第４－５号の２により需要者等が作成した適正流通

に関する誓約書（以下「新規需要米誓約書」という。） 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

イ 新規需要米団体間集荷計画書（別紙様式第４－８号） 

（取組計画の認定を受けようとする者が全国生産出荷団体又は都道府県

出荷団体の場合に限る。） 

要領別記様式第１号）及び用途限定米穀の販売に関する誓約書（買取販

売要領別記様式第２号）並びに買取販売要領第４の規定により通知を受

けた承認通知書（買取販売要領別記様式第３号）の写し（遵守事項省令第

４条第１項第２号ただし書の承認を受けて販売を行う場合に限る。） 

ウ 自ら生産又は集荷した新規需要米を、自ら利用又は販売する地域流通

農業者（以下「自家利用農業者」という。）にあっては加工用米（新規需

要米）自家加工販売計画書（別紙様式第３－４号） 

エ 農業者等が取組計画の申請時までに需要者等との販売契約書を締結で

きない場合は、①その理由、②予定需要者名及び住所、③販売予定期間

を記載した様式参考例に定める販売計画書及び自らの誓約書（販売契約

を締結した場合は、速やかに農産局長又は地方農政局長に提出するこ

と。） 

（新設） 

（２）別紙様式第４－５号の１により農業者等が作成した適正出荷に関する誓

約書及び別紙様式第４－５号の２により需要者等が作成した適正流通に関

する誓約書（以下「新規需要米誓約書」という。） 

なお、農業者等は、需要者等と新規需要米のとう精等に係る委託契約を締

結する場合は、委託先のとう精業者等から別紙様式第４－６号による新規

需要米誓約書の提出を受け、取組計画に添付するものとする。 

その際、委託とう精業者等は、新規需要米の受払台帳等を整備し、新規需

要米の使用状況を明確にしておくものとする。 

（３）別紙様式第４－７号により生産した新規需要米を自ら使用する農業者等

及び需要者等が作成した、米粉用米の使用実績等整理票（第２の１の（２）

の用途の米穀を使用する場合に限る。） 

（４）新規需要米団体間集荷計画書（別紙様式第４－８号） 

（取組計画の認定を受けようとする者が全国生産出荷団体又は都道府県出

荷団体の場合に限る。） 
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  ウ 取組主体が取組計画の申請時までに需要者等との販売契約書を締結で

きない場合は、①その理由、②予定需要者名及び住所、③販売予定期間を

記載した様式参考例に定める販売計画書（販売前に需要者等が作成した誓

約書を必ず提出すること。）  

エ 上記のほか、農産局長又は地方農政局長等が特に必要と認める資料  

（新設） 

 

 

 

（新設） 

２ 農産局長又は地方農政局長等は、第４の１により提出があった取組計画に

ついて、以下の確認基準に照らし、その内容を審査した上で、適切と判断した

場合は別紙様式第４－９号の１により、不適切と判断した場合は別紙様式第

４―９号の２により提出者に通知する。 

ただし、９月 15日までにその申請につき、不認定に係る通知がなかったと

きは、同日においてその認定があったものとみなす。 

（１）～（３）（略） 

（４）当該取組が主食用米の需給に影響を及ぼさないものであること。 

（５）取組計画に参加する取組主体、需要者等及び仲介事業者が、本要領に基づ

き前年産までの報告書等を適切に提出していること。 

（６）～（７）（略） 

 

２ 農産局長又は地方農政局長等は、第４の１により提出があった取組計画に

ついて、以下の確認基準に照らし、その内容を審査した上で、適切と判断した

場合は速やかに取組計画の認定を行い、その結果を別紙様式第４－９号によ

り速やかに提出者に通知する。 

 

 

（１）～（３）（略） 

（４）当該取組が主食用米の需給に影響を及ぼさないものであること。 

（５）取組計画に参加する農業者等、需要者等及び仲介事業者が、本要領に基づ

き前年産までの報告書等を適切に提出していること。 

（６）～（７）（略） 

 

３ 認定方針作成者及び農業者団体にあっては、新規需要米を生産する農業者

との間で、別添１に定める事項を内容とする新規需要米の出荷に関する契約

（以下「新規需要米出荷契約」という。）を生産年の６月 30日までに締結し、

当該新規需要米出荷契約を締結した農業者（以下「出荷契約農業者」という。）

の氏名、住所、新規需要米出荷契約数量及び生産予定面積を新規需要米出荷契

約数量等農業者別一覧表（別紙様式第４－２号）に取りまとめ、生産年の７月

10日までに、地域農業再生協議会の代表者及び地方農政局長等に提出する。 

 なお、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体に出荷を行う者にあっては、

出荷団体ごとに別葉で取りまとめるものとする。 

地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行うことが

（新設） 
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できる。（地域流通農業者の利便性に資する場合で、かつ、地域農業再生協議

会に既にその体制が整備されている場合に限り、地域農業再生協議会の合意

を条件に、地域農業再生協議会から地方参事官を経由することができるもの

とする。）。 

４ 地方農政局長等が、２の規定により認定を行った場合は、当該認定結果を取

りまとめ、生産年の９月 15 日までに、別紙様式第４－10 号により該当する

地域農業再生協議会の代表者に通知するとともに、別紙様式第４－11 号によ

り農産局長に報告する。 

また、農産局長が、２の規定により認定を行った場合は、当該認定結果を速

やかに地方農政局長等に通知するととともに、当該通知を受けた地方農政局

長等にあっては、速やかに地域農業再生協議会の代表者にこれを通知する。 

３ 地方農政局長等が、２の規定により認定を行った場合は、当該認定結果を取

りまとめ、生産年の９月 15 日までに、別紙様式第４－10 号により該当する

地域農業再生協議会の代表者に通知するとともに、別紙様式第４－11 号によ

り農産局長に報告する。 

また、農産局長が、２の規定により認定を行った場合は、当該認定結果を速

やかに地方農政局長等に通知するととともに、当該通知を受けた地方農政局

長等にあっては、速やかに地域農業再生協議会の代表者にこれを通知する。 

５ 取組計画の認定後、需要者等における新規需要米の在庫の増大による過大

な経営負担の発生、倒産、休廃業等により、当該需要者等に販売することがで

きない場合や当該需要者等が新規需要米を所有することができないなど真に

やむを得ない事由が生じたことにより、新たな需要者等に販売する場合の取

組計画の変更手続及び主食用米の不作など需給動向等を踏まえて農産局長が

必要と判断した場合の認定取組計画の変更又は認定の取消しの申請について

は、別紙１の第５の４に準じて行うものとする。 

なお、別紙２の第２の１の（５）の用途のうち輸出に供する米穀については、

緊急を要する場合や事前に販売契約の状況が分かる書類の提出が困難な場合

等、事前の承認が得られないときは、事後の承認を得るものとする。 

４ 取組計画の認定後、需要者等における新規需要米の在庫の増大による過大

な経営負担の発生、倒産、休廃業等により、当該需要者等に販売することがで

きない場合や当該需要者等が新規需要米を所有することができないなど真に

やむを得ない事由が生じたことにより、新たな需要者等に販売する場合の取

組計画の変更手続及び主食用米の不作など需給動向等を踏まえて農産局長が

必要と判断した場合の認定取組計画の変更又は認定の取消しの申請について

は、別紙１の第５の４に準じて行うものとする。 

なお、第２の１の（５）の用途のうち輸出に供する米穀については、緊急を

要する場合や事前に販売契約の状況が分かる書類の提出が困難な場合等、事

前の承認が得られないときは、事後の承認を得るものとする。 

６ 取組計画の認定を受けた取組主体（自家利用農業者を除く。）は、別紙２の

第５の２の（１）により販売契約数量の変更があった場合には、第２の１の

（３）及び（４）の用途を除き、変更後の販売契約数量を別紙様式第４－12

号に取りまとめ、原則として生産年の翌年の２月 15 日までに全国生産出荷団

体にあっては農産局長に、地域流通農業者にあっては地方農政局長等に報告

する。 

５ 取組計画の認定を受けた農業者等は、第５の２の（１）により販売契約数量

の変更があった場合には、第２の１の（３）及び（４）の用途を除き、変更後

の販売契約数量を別紙様式第４－12 号に取りまとめ、原則として生産年の翌

年の２月 15 日までに全国生産出荷団体にあっては農産局長に、地域流通農業

者にあっては地方農政局長等に報告する。 

なお、地方農政局長等への報告に当たっては、地方参事官を経由して行うこ
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なお、地方農政局長等への報告に当たっては、地方参事官を経由して行うこ

とができる。 

とができる。 

第５ 飼料用米・米粉用米の売渡し等 

１ 飼料用米・米粉用米の品位等検査等 

（１）～（２）（略） 

 

第５ 飼料用米・米粉用米の売渡し等 

１ 飼料用米・米粉用米の品位等検査等 

（１）～（２）（略） 

 

（３）飼料用米・米粉用米として流通させる米穀については、販売の際に、取組

主体が、遵守事項省令第４条第１項第１号及び第２項に基づき飼料用米・米

粉用米である旨の表示を行う。 

（３）飼料用米・米粉用米として流通させる米穀については、販売の際に、全国

生産出荷団体等が、遵守事項省令第４条第１項第１号及び第２項に基づき飼

料用米・米粉用米である旨の表示を行う。 

２ 生産集出荷数量報告 

（１）（略） 

（２）認定方針作成者、農業者又は農業者団体は、（１）により新規需要米出荷

契約数量及び販売契約数量を変更した場合は変更後の数量を、また、変更し

なかった場合は当初の数量を集出荷することとし、当該数量について台帳

を整備するとともに、新規需要米生産集出荷数量一覧表（別紙様式第４―13

号）に取りまとめ、原則として生産年の 12 月 20 日までに地域農業再生協

議会の代表者及び地方農政局長等に提出する。 

なお、全国生産出荷団体又は都道府県出荷団体に出荷を行う者にあって

は、出荷団体ごとに別葉で取りまとめるものとする。 

地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行うこと

ができる。 

地方農政局長等は、提出された新規需要米生産集出荷数量一覧表につい

て、その管轄する地域のものを別紙様式第４－14 号に取りまとめ、生産年

の翌年の４月 15 日までに農産局長に報告する。 

２ 生産集出荷数量報告 

（１）（略） 

（２）認定方針作成者、農業者又は農業者団体は、（１）により新規需要米出荷

契約数量及び販売契約数量を変更した場合は変更後の数量を、また、変更

しなかった場合は当初の数量を集出荷することとし、当該数量について台

帳を整備するとともに、別紙様式第４－13 号「新規需要米生産集出荷数量

一覧表」に取りまとめ、原則として生産年の 12 月 20 日までに地域農業再

生協議会の代表者及び地方農政局長等に提出する。 

  （新設） 

 

なお、地方農政局長等への提出に当たっては、地方参事官を経由して行う

ことができる。 

地方農政局長等は、提出された新規需要米生産集出荷数量一覧表につい

て、その管轄する地域のものを別紙様式第４－14 号に取りまとめ、生産年

の翌年の４月 15 日までに農産局長に報告する。 

第６ 適正流通等に係る措置等 

１ 適正流通に係る措置 

（１）取組主体は、新規需要米が主食用として流通することのないよう、主食用

第６ 適正流通等に係る措置等 

１ 適正流通に係る措置 

（１）農業者等は、新規需要米が主食用として流通することのないよう、主食用
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米と明確に区分して管理するとともに、主食用米等から低品位の米穀を寄せ

集めて新規需要米として出荷しない。 

（２）取組主体及び需要者等は、新規需要米及びこれらの加工品の販売状況、使

用状況及び取引数量に関する帳簿等を備え付ける。 

（３）取組主体及び需要者等は、新規需要米の販売契約書において、取組計画に

記載した用途以外に使用又は売却した場合の違約金条項を規定する。 

（４）取組主体及び実需者等は、新規需要米の流通等に係る業務等（とう精等）

に係る委託契約を締結する場合は、委託先業者から新規需要米の適正流通に

関する誓約書（別紙様式第４－６号）の提出を受け、農産局長又は地方農政

局長等に提出する。この場合、地方農政局長等への提出に当たっては、地方

参事官を経由して行うことができる。 

（５）委託先事業者は、新規需要米の受払台帳等を整備し、新規需要米の管理状

況を常時明確にしておくものとする。 

（６）地域農業再生協議会の長は、必要に応じ、ＷＣＳ用稲の栽培マニュアル等

を作成し、ＷＣＳ用稲に取り組む農業者に適切な肥培管理等を指導する。 

米と明確に区分して管理するとともに、主食用米等から低品位の米穀を寄せ

集めて新規需要米として出荷しない。 

（２）農業者等及び需要者等は、新規需要米及びこれらの加工品の販売状況、使

用状況及び取引数量に関する帳簿等を備え付ける。 

（３）農業者等及び需要者等は、新規需要米の販売契約書において、取組計画に

記載した用途以外に使用又は売却した場合の違約金条項を規定する。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

（４）地域農業再生協議会の長は、必要に応じ、ＷＣＳ用稲の栽培マニュアル等

を作成し、ＷＣＳ用稲に取り組む農業者に適切な肥培管理等を指導する。 

２ 適正流通に係る指導 

農産局長及び地方農政局長等は、取組計画の認定の際、取組主体、需要者等、

仲介事業者、新規需要米買取販売事業者（買取販売要領第２に規定する買取販

売事業者のうち、新規需要米を需要者等に販売しようとする事業者をいう。以

下同じ。）及び委託先事業者（以下「新規需要米関係者」という。）に対し、当

該米穀が遵守事項省令に基づく用途限定米穀として適正に流通される米穀で

あることについて、周知・指導を行う。 

また、米穀の流通に関する法令又は本要領の規定に違反する行為が行われ

るおそれがある場合若しくは行われた場合は、農産局長及び地方農政局長等

は、新規需要米関係者から必要な報告を求め、また、その報告結果等に基づき、

新規需要米関係者に対して必要な指導を行うことができるものとする。 

２ 適正流通に係る指導 

農産局長及び地方農政局長等は、取組計画の認定の際、農業者等、需要者等、

仲介事業者、新規需要米買取販売事業者（買取販売要領第２に規定する買取販

売事業者のうち、新規需要米を需要者等に販売しようとする事業者をいう。以

下同じ。）及び委託とう精業者等（以下「新規需要米関係者」という。）に対し、

当該米穀が遵守事項省令に基づく用途限定米穀として適正に流通される米穀

であることについて、周知・指導を行う。 

また、米穀の流通に関する法令又は本要領の規定に違反する行為が行われ

るおそれがある場合若しくは行われた場合は、農産局長及び地方農政局長等

は、新規需要米関係者から必要な報告を求め、また、その報告結果等に基づき、

新規需要米関係者に対して必要な指導を行うことができるものとする。 

３ 取組実績の報告 ３ 取組実績の報告 
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（１）売渡実績数量報告 

取組主体、新規需要米買取販売事業者、仲介事業者及び需要者の組織する

団体であって、その構成員のために米穀の共同購入事業を行う者は、売り渡

した新規需要米（第２の１の（３）及び（４）の用途を除く。）の数量につ

いて台帳を整備するとともに、年度内（４月～３月）の売渡実績について別

紙様式第４－15 号に取りまとめ、毎年４月 30 日までに、取組主体のうち全

国生産出荷団体にあっては農産局長に、地域流通農業者にあっては地方農

政局長等に、新規需要米買取販売事業者のうち、農林水産大臣から遵守事項

省令第４条第１項第２号ただし書の承認を受けた者にあっては農産局長

に、新規需要米買取販売事業者のうち、地方農政局長から当該承認を受けた

者にあっては当該地方農政局長に報告する。なお、地方農政局長等への報告

に当たっては、地方参事官を経由して行うことができる。 

（１）売渡実績数量報告 

農業者等、新規需要米買取販売事業者、仲介事業者及び需要者の組織する

団体であって、その構成員のために米穀の共同購入事業を行う者は、売り渡

した新規需要米（第２の１の（３）及び（４）の用途を除く。）の数量につ

いて台帳を整備するとともに、半期ごと（４～９月分、10～３月分）に別紙

様式第４－15 号に取りまとめ、各半期の最終月の翌月の末日までに、農業

者等のうち全国生産出荷団体にあっては農産局長に、地域流通農業者にあ

っては地方農政局長等に、新規需要米買取販売事業者のうち、農林水産大臣

から遵守事項省令第４条第１項第２号ただし書の承認を受けた者にあって

は農産局長に、新規需要米買取販売事業者のうち、地方農政局長から当該承

認を受けた者にあっては当該地方農政局長に報告する。なお、地方農政局長

等への報告に当たっては、地方参事官を経由して行うことができる。 

（２）受払状況報告 

自家利用農業者及び需要者等（需要者の組織する団体を除く。）は、新規

需要米の受払状況及び新規需要米使用製品（新規需要米を原料として製造

された製品をいう。）を製造している場合はその製造及び出荷の状況が常時

分かる帳簿等を備え付けるとともに、年度内（４月～３月）の売払状況につ

いて別紙様式第４－16 号に取りまとめ、毎年 4 月 30 日までに所在地を管

轄する地方農政局長等に報告（第２の１の（３）及び（４）の用途を除く。）

する。なお、報告に当たっては、地方参事官を経由して行うことができる。 

（２）受払状況報告 

自家利用農業者及び需要者等（需要者の組織する団体を除く。）は、新規

需要米の受払状況及び新規需要米使用製品（新規需要米を原料として製造

された製品をいう。）を製造している場合はその製造及び出荷の状況が常時

分かる帳簿等を備え付けるとともに、その状況を半期ごと（４～９月分、10

～３月分）に別紙様式第４－16 号に取りまとめ、各半期の最終月の翌月の

末日までに所在地を管轄する地方農政局長等に報告（第２の１の（３）及び

（４）の用途を除く。）する。なお、報告に当たっては、地方参事官を経由

して行うことができる。 

別添１ 

新規需要米出荷契約において定める事項について 

 

１～２（略） 

別添１ 

新規需要米出荷契約において定める事項について 

 

１～２（略） 

 

３ 売渡し等に関する事項 

 

３ 売渡し等に関する事項 
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（１）認定方針作成者は、新規需要米生産農業者から売渡しの委託を受けた新規

需要米について、取組主体への再委託等ができる旨を記載する。 

（２）～（３）（略） 

 

（１）認定方針作成者は、新規需要米生産農業者から売渡しの委託を受けた新規

需要米について、全国生産出荷団体等への再委託等ができる旨を記載する。 

（２）～（３）（略） 

 

４・５（略） 

６ 適正流通に関する事項 

（１）・（２）（略） 

（３）認定された取組計画の用途と異なる用途の米からふるい下等の低品位の

米穀を寄せ集め、新規需要米として出荷しないこと。 

（４）（略） 

４・５（略） 

６ 適正流通に関する事項 

（１）・（２）（略） 

（３）飼料用又は米粉用以外の用途の米からふるい下等の低品位の米穀を寄せ

集め、飼料用又は米粉用米として出荷しないこと。 

（４）（略） 

別紙３ 

加工用米等の不適正な流通に対する措置等について 

 

第１ 不適正な流通等の判断等 

農産局長又は地方農政局長等は、別紙１の第９の２の加工用米関係者及び別

紙２の第６の２の新規需要米関係者（以下「加工用米等関係者」という。）が、

本要領第４に定める加工用米及び新規需要米（以下「加工用米等」という。）に

ついて、別紙１及び別紙２の規定に反する行為をした場合又は米穀の流通、使用

等に関し、米穀の流通に関する法令の規定に違反する行為をした場合であって、

それが以下のいずれかに該当する場合には、第２による措置を講ずる。なお、当

該措置の対象となった加工用米等関係者に加工用米等の出荷・販売・買入に関す

る手続の委任を行った加工用米等関係者が存する場合は、当該委任を行った加

工用米等関係者に第２による措置を講ずることができる。 

 

１～４（略） 

 

 

別紙３ 

加工用米等の不適正な流通に対する措置等について 

 

第１ 不適正な流通等の判断等 

農産局長又は地方農政局長等は、別紙１の第９の２の加工用米関係者及び別

紙２の第６の２の新規需要米関係者（以下「加工用米等関係者」という。）が、

本要領第４に定める加工用米及び新規需要米（以下「加工用米等」という。）に

ついて、別紙１及び別紙２に掲げるそれぞれの加工用米等の出荷・販売・買入に

係る規定に従った流通若しくは引渡しを行っていなかった場合、又は米穀の流

通、使用等に関し、米穀の流通に関する法令の規定に違反する行為をした場合で

あって、それが以下のいずれかに該当する場合には、第２による措置を講ずる。

なお、当該措置の対象となった加工用米等関係者に加工用米等の出荷・販売・買

入に関する手続の委任を行った加工用米等関係者が存する場合は、当該委任を

行った加工用米等関係者に第２による措置を講ずることができる。 

１～４（略） 
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第２（略） 第２（略） 

 

４ 当該措置対象者の名称及び違反事実を公表する。ただし、当該事案（軽微な

ものを除く。）に関し、他の法令等に基づき名称及び違反事実が既に公表され

ている場合は、この限りでない。 

 

４ 当該措置対象者の名称及び違反事実を公表する。ただし、当該事案に関し、

他の法令等に基づき名称及び違反事実が既に公表されている場合は、この限

りでない。 

別紙様式第１号 

年 月 日 

農林水産省農産局長 

都道府県農業再生協議会の代表者 殿 

地方農政局長 

 

〇年産米等の作付計画等の報告（〇年〇月末時点） 

（以下略）  

 

 

 

 

 

  

別紙様式第１号 

年 月 日 

農林水産省農産局長 

都道府県農業再生協議会の代表者 殿 

地方農政局長 

 

令和 年産米等の作付計画等の報告（令和  年  月末時点） 

（以下略） 

別紙様式第３―１号 

年 月 日 

 地方農政局長 

 北海道農政事務所長 

 内閣府沖縄総合事務局長  殿 

                    農業者名 

                    住  所 

                    電  話 

                    （E-mail） 

 

区分管理計画書 

（以下略） 

別紙様式第３―１号 

年 月 日 

 地方農政局長 

 北海道農政事務所長 

 内閣府沖縄総合事務局長  殿 

                    農業者名 

                    住  所 

                    電  話 

                    （追加） 

 

区分管理計画書 

（以下略） 
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- 26 - 
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別紙様式第３－２号の２ 
番   号 
年 月 日 

        殿 
農林水産省農政局長 
  地方農政局長 
  北海道農政事務所長 
  内閣府沖縄 
 

加工用米認定通知 
 

  年 月 日付けで申請のあった、〇年産加工用米の取組計画について、需
要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４月１日付け 25 生
産第 3578 号農林水産省生産局長通知）別紙１の第５の２の規定に基づき、認
定することとしたので、加工用米適正流通の確保を図るため、定められた用途
以外の用途として流通することのないよう、主食用米等の他の用途の米穀と明
確に区分・管理の上、出荷するよう適切な取組をお願いします。 
 
【添付書類】 
  適正流通に関する啓発資料 
 

別紙様式第３－２号の２ 
番   号 
年 月 日 

        殿 
農林水産省農政局長 
  地方農政局長 
  北海道農政事務所長 
  内閣府沖縄 
 

加工用米認定結果通知 
 

 令和 年 月 日付けで申請のあった、令和〇年産加工用米の取組計画につ
いて、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４月１日
付け 25 生産第 3578 号農林水産省生産局長通知）別紙１の第５の２の規定に基
づき、認定することとしたので、加工用米適正流通の確保を図るため、定めら
れた用途以外の用途として流通することのないよう、主食用米等の他の用途の
米穀と明確に区分・管理の上、出荷するよう適切な取組をお願いします。 
 
【添付書類】 
  適正流通に関する啓発資料 
 

別紙様式第３－２号の３ 
番   号 
年 月 日 

        殿 
農林水産省農政局長 
  地方農政局長 
  北海道農政事務所長 
  内閣府沖縄 
 

加工用米不認定通知 
 

  年 月 日付けで申請のあった、〇年産加工用米の取組計画について、需
要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４月１日付け 25 生
産第 3578 号農林水産省生産局長通知）別紙１の第５の２の規定に基づく審査
の結果、不認定としたことをお知らせします。 
 
（不認定とした理由） 

（新設） 
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別紙様式第３－３号 

年 月 日 

     殿 

加工用米需要者団体等 

住 所        

氏 名        

〇年産加工用米購入計画書 

（以下略） 

別紙様式第３－３号 

年 月 日 

     殿 

加工用米需要者団体等 

住 所        

氏 名        

令和〇年産加工用米購入計画書 

（以下略） 

別紙様式第３－４号 

年 月 日 

〇年産加工用米（新規需要米）自家加工販売計画書 

（以下略） 

別紙様式第３－４号 

年 月 日 

令和〇年産加工用米（新規需要米）自家加工販売計画書 

（以下略） 

  

別紙様式第３－７号 （略） 別紙様式第３－７号 （略） 
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別紙様式第３－８号の１ 

番   号 

年 月 日 

地域農業再生協議会の代表者 殿 

                       地方農政局長      

北海道農政事務所長   

内閣府沖縄総合事務局長 

 

〇年産加工用米取組計画認定結果通知書 

（以下略） 

別紙様式第３－８号の１ 

番   号 

年 月 日 

地域農業再生協議会の代表者 殿 

                       地方農政局長      

北海道農政事務所長   

内閣府沖縄総合事務局長 

 

令和〇年産加工用米取組計画認定結果通知書 

（以下略） 

別紙様式第３－８号の２ 

番   号 

年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 

                  地方農政局長 

北海道農政事務所長 

内閣府沖縄総合事務局長 

 

〇年産加工用米取組計画認定結果報告書 

（以下略） 

別紙様式第３－８号の２ 

番   号 

年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 

地方農政局長 

北海道農政事務所長  

内閣府沖縄総合事務局長 

 

令和〇年産加工用米取組計画認定結果報告書 

（以下略） 
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（削除） 
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- 35 - 

  

別紙様式第３－１５号 

       番   号 

       年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 

        

      地方農政局長  

      北海道農政務所長 

      内閣府沖縄総合事務局長 

 

〇年産加工用米生産集出荷数量一覧表 

（以下略） 

別紙様式第３－１５号 

       番   号 

       年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 

        

     地方農政局長      

     北海道農政務所長    

     内閣府沖縄総合事務局長 

 

令和○年産加工用米生産集出荷数量一覧表 

（以下略） 
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（新設） 
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（削除） 
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（削除） 

 

（削除） 
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別紙様式第４－８号 （略） 別紙様式第４－８号 （略） 

別紙様式第４－９号の１ 

番   号 

年 月 日 

      殿 

農林水産省農産局長      

                       地方農政局長      

北海道農政事務所長   

内閣府沖縄総合事務局長 

 

新規需要米認定通知書 

 

〇年〇月〇日付けで申請のあった、○年産新規需要米取組計画について、需

要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４月１日付け 25 生

産第 3578 号農林水産省生産局長通知）別紙２の第４の２の規定に基づき、認

定することとしたので、新規需要米の適正流通の確保を図るため、定められた

用途以外の用途として流通することのないよう、主食用米等の他の用途の米穀

と明確に区分し、管理の上出荷するとともに、ふるい下等の低品位の米穀を寄

せ集めて出荷しないよう適切な取組をお願いします。 

 

 

【添付資料】 

適正流通に関する啓発資料 

 

別紙様式第４－９号 

番   号 

年 月 日 

      殿 

農林水産省農産局長      

                       地方農政局長      

北海道農政事務所長   

内閣府沖縄総合事務局長 

 

新規需要米認定結果通知書 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった、令和○年産新規需要米取組計

画について、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４

月１日付け 25 生産第 3578 号農林水産省生産局長通知）別紙２の第４の２の規

定に基づき、認定することとしたので、新規需要米の適正流通の確保を図るた

め、定められた用途以外の用途として流通することのないよう、主食用米等の

他の用途の米穀と明確に区分し、管理の上出荷するとともに、ふるい下等の低

品位の米穀を寄せ集めて出荷しないよう適切な取組をお願いします。 

 

【添付資料】 

適正流通に関する啓発資料 

別紙様式第４－９号の２ 

番   号 

年 月 日 

        殿 

農林水産省農政局長 

  地方農政局長 

  北海道農政事務所長 

  内閣府沖縄総合事務局長 

 

（新設） 
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新規需要米不認定通知 

 

  年 月 日付けで申請のあった、〇年産新規需要米の取組計画について、

需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４月１日付け 25

生産第 3578 号農林水産省生産局長通知）別紙２の第４の２の規定に基づく審

査の結果、不認定としたことをお知らせします。 

 

（不認定とした理由） 

 

別紙様式第４―10 号  

番   号 

年 月 日 

地域農業再生協議会の代表者 殿 

地方農政局長      

北海道農政事務所長   

内閣府沖縄総合事務局長 

 

新規需要米認定結果通知書 

○年産新規需要米取組計画について、別添のとおり認定したので、需要に応

じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４月１日付け 25 生産第

3578 号農林水産省生産局長通知）別紙２の第４の４の規定に基づき通知しま

す。 

 

【添付資料】 

 取組計画の写し等、取組主体の取組内容（農業者ごとの生産予定面積、数量

等）が分かる書類 

 

別紙様式第４―10 号  

番   号 

年 月 日 

地域農業再生協議会の代表者 殿 

地方農政局長      

北海道農政事務所長   

内閣府沖縄総合事務局長 

 

新規需要米認定結果通知書 

 令和○年産新規需要米取組計画について、別添のとおり認定したので、需要

に応じた米の生産・販売の推進に関する要領（平成 26 年４月１日付け 25 生産

第 3578 号農林水産省生産局長通知）別紙２の第４の３の規定に基づき通知し

ます。 

 

【添付資料】 

 取組計画の写し等、農業者等の取組内容（農業者ごとの生産予定面積、数量

等）が分かる書類 
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別紙様式第４―14 号 

番   号 

年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 

                      地方農政局長 

北海道農政事務所長    

内閣府沖縄総合事務局長  

 

〇年産新規需要米生産集出荷数量一覧表 

（以下略） 

 

別紙様式第４―14 号 

番   号 

年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 

                      地方農政局長 

北海道農政事務所長    

内閣府沖縄総合事務局長  

 

令和〇年産新規需要米生産集出荷数量一覧表 

（以下略） 
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（新設） 

別紙様式第５－１号 
年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 
地域農業再生協議会の代表者 殿 

売渡人      
住 所      
氏 名      
電 話      

 
地域農業再生協議会別備蓄米生産予定面積等報告書 

（〇年産） 
（以下略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙様式第５－１号 
年 月 日 

農林水産省農産局長 殿 
地域農業再生協議会の代表者 殿 

売渡人      
住 所      
氏 名      
電 話      

 
地域農業再生協議会別備蓄米生産予定面積等報告書 

（令和〇年産） 
（以下略） 
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別紙様式第５－２号 
年 月 日 

農林水産省農産局長 
 地方農政局長 
 北海道農政事務所長 
 内閣府沖縄総合事務局長 殿 

売渡人      
住 所      
氏 名      
電 話      

 
地域農業再生協議会別備蓄米生産面積等報告書（〇年産） 

（以下略） 
 

別紙様式第５－２号 
年 月 日 

農林水産省農産局長 
 地方農政局長 
 北海道農政事務所長 
 内閣府沖縄総合事務局長 殿 

売渡人      
住 所      
氏 名      
電 話      

 
地域農業再生協議会別備蓄米生産面積等報告書（令和〇年産） 

（以下略） 
 

附 則（令和６年４月 11日付け５農産第 4910号）  

 この要領は令和６年４月 11日から施行する。 

 


